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別紙様式１５（第８条関係） 

軽費老人ホーム 緑豊苑 

≪重要事項説明書≫ 

 

１ 事業主体概要 

事業者の名称 社会福祉法人 水の会 

法人所在地 〒０６０－００６３ 札幌市中央区南３条西１丁目１番１号 

代表者氏名 理事長 小林 信子 

電話番号 ０１１－２０５－０３４１ ＦＡＸ ０１１－２０５－０３４２ 

 

２ ご利用施設 

施設の名称 社会福祉法人 水の会 軽費老人ホーム 緑豊苑 

施設の所在地 〒０６９－１２０７ 北海道夕張郡由仁町馬追２１５番地 

施設長 髙橋 信明 

電話番号 ０１２３－８３－３０３０ ＦＡＸ ０１２３－８３－３１５９ 

設立年月日 昭和５６年４月１日 （平成２０年４月１日法人移管） 

交通の便 ＪＲ室蘭本線由仁駅下車徒歩３０分 

損害賠償責任保険加入先 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

 

３ 事業の目的と運営方針 

事業の目的 

低額な料金で家庭環境、住宅事情等の理由により居宅において生活するこ

とが困難な高齢者を入所させ、日常生活上必要な便宜を供与し、もって高

齢者が、健康で明るい生活を送れるようにすることを目的とします。 

施設運営の方針 
利用者の自主的な活動を尊重し、利用者の自立を支援するとともに、明る

く心豊かに暮らせる施設づくりを目指します。 

 

４ 職員体制 

職 種 員 数 職務内容 

施設長（常勤） １名 
職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元

的に行うとともに、必要な指揮命令を行うものとする。 

医師（非常勤嘱託医） １名 利用者に対して健康管理及び療養上の指導を行う。 

生活相談員（常勤） １名 

利用者および家族からの要望や相談に応ずるとともに、

必要な援助を行う。苑運営に必要な施設整備の保守や、

関係機関との連絡調整を行う。  

介 護 職 員（常勤） 

（うち１名は主任介護職員） 
４名以上 利用者が日常生活を営むための必要な援助を行う。 

看 護 職 員（常勤） １名 
医師、協力病院と連携し、利用者の健康保持や保健衛生

のための業務を行う。 
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栄養士（常勤） １名 
献立表の作成、栄養量の計算、嗜好調査等、その他食事

に関する業務を行う。 

事務員（うち 1名は常勤） 2名以上 経理事務や環境整備など、施設庶務を行う。 

調  理  員 若干名 業者委託による。 

当 直 員 1名 業者委託による。 

 

５ 施設の概要 

区 分 数量・規模 備 考 

敷地面積 １１，７１５㎡ 菜園有 

構造 鉄筋コンクリート造り一部 2階建て  

延べ床面積 １７０６，９７㎡  

入所定員 ５０名  

居室 
４９室 

（内夫婦部屋１室） 

個室１４，７㎡ 

夫婦部屋２９，４㎡ 

食堂 １ヶ所 １階 

トイレ ４ヶ所 1階・2階男女別各１ 

談話室 ２ヶ所 1階・2階各１ 

浴室 ２ヶ所 男女別各１ 

医務室 １ヶ所  

 

６ 施設サービスの内容 

種  類 内         容 

 

食  事 

栄養士の立てる献立により栄養と利用者の身体状況に配慮し、バラエティに富

んだ食事を提供します。 

時 

間 

朝食  午前 ８時００分 ～  午前 ９時００分 

昼食  午後 ０時００分 ～  午後 １時００分 

夕食  午後 ５時００分 ～  午後 ６時００分 

 

 

健康管理 

利用者の健康を確保するため病院での年２回の健康診断。 

 〔嘱託医〕国民健康保険由仁町立診療所  島田 啓志 （内科） 

 毎月１回看護職員による血圧体重測定と相談 

 （通院同行送迎サービス）毎月２回 由仁町立診療所（内科） 

相談及び援助 各種相談に応じ、生活・余暇活動などへの必要な助言等を行います。 

 

社会生活上の便宜 

利用者からの要望を考慮し、年間利用計画を作成し、教養娯楽、日常生活支 

援、サークル事業を行います。 

毎月２回程度の買物への送迎。 

毎週３回のサークル活動支援。 
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入  浴 

週３回の入浴日（火・木・土曜日） 

〔入浴時間〕 男性 午後 ０時３０分 ～ 午後３時３０分 

       女性 午前１０時３０分 ～ 午後４時００分 

レクリエーション 
行事計画に基づき、季節感にあふれるもの、地域の行事に参加するものを企画

いたします。 

 

７ 利用の要件 

 １） 年齢が６０歳以上であること。ただし、配偶者とともに入居する場合はいずれか一方が６０歳 

以上であれば入居できます。 

 ２） 家族と同居することが困難であること。 

 ３） 伝染性疾患及び認知症等の精神疾患を有しない者で、集団共同生活に適応できること。 

 ４） 利用料および生活費に充てることができる所得等があること。所得がない場合には保証人が所 

定の利用料を継続的に支払うことが可能であること。 

 ５） 心身ともに健康で、独立して日常生活を営むことができること。 

６） 保証人は２名以上とし、けがや感染症等に罹患した場合、回復まで苑外で保養の対応できるこ 

と。 

７） 自傷行為、他害行為、不潔行為、他者への干渉行為などを行わないこと。 

８） 運営規程等の変更に同意できること。 

 

８ 利用料 

 （１） 基本料金                               （単位 円） 

対象収入による階層区分 

利  用  料  ( 月 額 ) 

支払合計金額 

左の金額の内訳 

サービスの提供に要する費用 

+生活費 

1 1,500,000円以下 ６２，５９０  10,000+52,590 

2 1,500,001円～1,600,000円 ６５，５９０  13,000+52,590 

3 1,600,001円～1,700,000円 ６８，５９０  16,000+52,590 

4 1,700,001円～1,800,000円 ７１，５９０  19,000+52,590 

5 1,800,001円～1,900,000円 ７４，５９０  22,000+52,590 

6 1,900,001円～2,000,000円 ７７，５９０  25,000+52,590 

7 2,000,001円～2,100,000円 ８２，５９０  30,000+52,590 

8 2,100,001円～2,200,000円 ８７，５９０  35,000+52,590 

9 2,200,001円～2,300,000円 ９２，５９０  40,000+52,590 

10 2,300,001円～2,400,000円 ９７，５９０  45,000+52,590 

11 2,400,001円～2,500,000円 １０４，５９０  52,000+52,590 

12 2,500,001円～2,600,000円 １１１，５９０  59,000+52,590 

13 2,600,001円～2,700,000円 １１８，５９０  66,000+52,590 

14 2,700,001円～2,800,000円 １２５，５９０  73,000+52,590 
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15 2,800,001円～2,900,000円 １３２，５９０  80,000+52,590 

16 2,900,001円～3,000,000円 １３９，５９０  87,000+52,590 

17 3,000,001円～3,100,000円 １４７，５９０  95,000+52,590 

18 3,100,001円～3,200,000円 １５５，５９０ 103,000+52,590 

19 3,200,001円～3,300,000円 １６３，５９０ 111,000+52,590 

20 3,300,001円～3,400,000円 １７１，５９０ 119,000+52,590 

21 3,400,001円以上 全額＋52,590 

10月から 4月までは、冬季暖房費の 8,250円を加算します。 

注１） この表における「対象収入」とは、前年の収入（社会通念上収入として設定することが 

適当ではないものは除く。）から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の 

収入をいいます。 

注２） サービスの提供に要する費用徴収額（月額）は上表より求めた額とし、途中入居した月は

徴収しない。 

注３） 月の中途での入退所した場合は、生活費は実在日を含めて日割り計算により徴収する。 

注４） 夫婦で入居する場合については、夫婦の収入および必要経費を合算し、合計額の２分の１ 

    をそれぞれ個々の対象収入とし、その額が１５０万円以下に該当する場合の夫婦それぞれ 

    のサービスの提供に要する費用徴収額ついては、上表の額から３０％減額した額とします。

この場合１００円未満は切り捨てるものとする。 

 

(２) 利用料の負担と支払い方法について 

   利用料の負担につきましては、所得収入に応じて、上記の表に基づき階層を決定いたします。 

   支払方法については、次の方法によりお支払いください。 

   施設の指定金融機関     空知信用金庫由仁支店 

                 そらち南農業協同組合 由仁支所 

                  

窓口での現金支払い（窓口対応時間 ９；００～１７：００まで。毎月定められている日までに 

お支払いください。） 

 

(３) サービスの提供に要する費用・生活費の日割り算定は次の算式による。 

 １） 入所の場合 

生活費は日割り算定し徴収します（当該月の実在所日数分をいただきます。）。 

サービスの提供に要する費用は途中入所した月は徴収しません。 

  ２） 退所の場合 

サービスの提供に要する費用・生活費とも日割り算定し徴収します（当該月の実在所日数分 

をいただきます。） 

３） 入院又は外泊の場合 

入院又は外泊の申し出があり、発生した日の７日目から１日３食を全部摂らない場合、生活費 

のうち食費を日割りで控除いたします。 

(４) 電気代 

 月電力使用料（Ｋｗh）１Ｋｗｈ当り料金 
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   契約電力会社と結ぶ電気需要契約（高圧）の適用約款に基づく契約単価に、使用する電気器具の 

   ｋｗｈを合算したものを掛け、電気料を算出し、１０円未満の端数が出た場合は切捨てるものと 

する。 

 

 （５） 税法の適用 

食費及び電気料の消費税等相当分についての計算は、税法の改正による消費税等の改正が施行 

された場合、改正後の税率を適用し、計算いたします。 

 

９ 当施設ご利用にあたって留意いただく事項 

種  類 内   容 

疾病時の対応 

インフルエンザなどの伝染性の疾病やけがなどにより、利用者が自分で身の回り

の処理が出来なくなった場合は、保証人等により回復するまでの一時的なお世話を 

していただくことがあります。 

身体機能の低下 

当施設は介護サービスを提供できる施設ではないため、ＡＤＬの低下や、要介護

状態となり、利用者が日常生活に支障を来たすような状態になった場合は、利用者

および保証人と相談し、以降の生活援助及び生活の場の対応を判断いたします。 

死亡した場合 
利用者が死亡した場合の遺体及び遺留金品の引受その他必要な措置をお願いし

ます。 

来訪・面会 

利用者に来訪者があった時は、その都度所定のカードに必要事項を記載し、事務

所に届けてください。 

なお、深夜及び早朝の面会は基本的に受付しておりません。必要な場合は、事前

に施設長の許可を得ること。 

外出・外泊 
外出や外泊をしようとする時は、その都度、外出・外泊先、要件、施設に帰着す

る予定時間等、食事の有無を届けてください。 

 

専用居室 

１．居室の掃除、日常的な維持管理は利用者が行います。 

２．居室のゴミ・廃棄物については利用者が定められた分別をし、所定の場所ま 

 で運搬してください。 

３．居室において、煙草の喫煙、石油ストーブ、電気ストーブ、線香等火気類の 

 使用を禁止します。ドライヤー、アイロン等はお預かりいたします。 

部外者の利用 
外来者を宿泊させる時は、その都度、施設長に届出してください。 

ただし、利用者が在室中に限ります。 

喫 煙 施設内、敷地内は禁煙です。 

 

 

施設内禁止行為 

１．けんか、口論、泥酔、薬物の乱用等他人に迷惑をかけること。 

２．宗教活動、政治活動、営業活動、習慣等により他人の自由を侵害したり、他人

を排撃したりなど迷惑を及ぼす行為。 

３．指定した場所以外で火気を用いること。 

４．施設の秩序、風紀を乱し、又は安全衛生を害する行為。 

５．故意又は無断で、施設若しくは備品に損害を与え、又はこれらを施設外に持ち

出すこと。 
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６．施設内で動物を飼育すること。 

 

10 高齢者虐待の防止 

利用者等の人権擁護・虐待防止の為、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

 (１) 研修等を通じて、職員の人権意識の向上や知識や技術の向上に努めます。 

 (２) 職員が支援にあたっての悩みや苦労の相談を出来る体制を整えるほか、職員が利用者等の権利 

擁護に取り組める環境整備に努めます。 

 

11 ハラスメント対策 

 施設は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は 

 優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就 

 業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。 

 

 

12 感染対策 

  施設における、感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じるも

のとする。 

（１） 施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策委員会を定期的に開催す

るとともに、その結果について、介護職員そのたの他の職員に対し、周知徹底を図る。 

（２） 施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。 

（３） 平時からの備え（備蓄品の確保など）、初動対応、感染拡大防止体制の確立に関する業務継続

計画を策定する。 

 

 

13 緊急時の対応 

利用者に病状の急変が生じた場合は、速やかに主治医又は協力医療機関への連絡を行う等の必要な措 

置を講じるとともに、緊急連絡先へも速やかに連絡しますので、ご承知願います。 

 

14 個人情報に関する基本方針 

 本法人が保有する利用者等の個人情報に関し適正な取り扱いに努力するとともに、本法人が定めた個

人情報の取り扱い規則(平成１７年８月１日制定）より、個人情報を厳正に取り扱います。 

 また、職員に対して、職員である期間及び職員でなくなった後においても、利用者や家族又は第三者

の生命・身体等に危険がある場合など正当な理由がない場合は、その業務上知り得た利用者又はその家

族の秘密を漏らすことがないよう、指導教育を適時行うほか、個人情報保護法に基づき、個人情報に関

する基本方針及び利用目的により、利用者又はその家族の個人情報を必要な場合に使用することについ

て、あらかじめ個人情報使用同意書（別紙様式 16）により同意を得るものとします。 

 

15 非常災害対策 

防災マニュアルをもとに、非常災害に関する具体的計画をするとともに、年間３回の火災避難訓練（夜 

間を含む）、及び、年２回の地震等自然災害想定訓練（夜間を含む）を行います。 
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防災設備としては自動火災報知機、消火栓、消火器を配備し、緊急時には職員に自動通報装置により

連絡し、緊急出動するようになっております。 

平時からの備え（備蓄品の確保など）、緊急時の対応、他施設及び地域との連携に関する業務継続計

画を策定しています。 

 

16 事故発生時の対応・損害賠償 

 (１) 事業者は、サービスの提供により事故が発生した時は、市町村、利用者の家族等に連絡をする

などの必要な措置を講じるものとします。また、事故の状況及び事故に際して講じた措置につい

て記録するとともに、その原因を解明し、再発を防ぐための対策を講じます。 

 (２) サービス提供に伴って事業者の責めに帰すべき事由によって、利用者が被害を被った場合には、

事業者は利用者に対して損害を賠償するものとします。ただし、事業者の故意・過失によらない

とき、また利用者または利用者の家族に重大な過失がある場合はこの限りではありません。 

 (３) 利用者の故意または重大な過失により、事業者の施設または備品に損害等を与えた場合は、そ 

   の補償等にかかる費用は利用者の負担とします。 

 

 

17 苦情相談窓口 

１）サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応します。 

 

 

相談窓口 

 電話番号  ０１２３－８３－３０３０ 

 ＦＡＸ番号 ０１２３－８３－３１５９ 

相談窓口  生活相談員 

対応時間 月～金曜日 ９時～１７時 

（勤務シフトにより欠勤日もあります） 

苦情処理第三者委員 
吉村 幸子 電 話 011-661-2927 

押野 里美 電 話 011-837-7211 

 

２）公的機関によるサービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応します。 

 由仁町役場 

 保健福祉課高齢者福祉担当 

電 話 ０１２３－８３－４７５０ 

ＦＡＸ ０１２３－８３－３８１３ 

北海道サービス適正化委員会 電 話 ０１１－２０４－６３１０ 
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令和   年   月   日 

 

  軽費老人ホーム 緑豊苑の入居に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

【説 明 者】 

     軽費老人ホーム 緑豊苑 

     職名・氏名                       ㊞ 

 

 

 

私は、本書面に基づき上記重要事項の説明を受け、施設の利用開始に同意いたしました。 

 

※令和３年度介護報酬及び基準改定等に伴う文書簡略化等に鑑み、記名（印字又はゴム印）の 

 場合のみ要押印とし、署名の場合押印省略とします。 

 

【利 用 者】 

    住 所                             

 

    氏 名                          ㊞ 

 

 

 

【署名代行者】（続柄：     ） 

私は、利用者の意思を確認の上、上記署名を代行いたします。 

住 所                           

 

氏 名                         ㊞ 

 

 

 

【保 証 人】 

    住 所                           

 

    氏 名                         ㊞ 

      

 

【保 証 人】 

    住 所                            

 

    氏 名                         ㊞ 


